
鳥インフルエンザ発生時の対応について 
 
１ 令和２年度の国内発生状況について 

 
（農林水産省ウェブサイト：R3.2.2 時点） 

※家きんとは、その肉・卵・羽などを利用するために飼育する鳥の総称 
 
 
２ 市内の飼養羽数 

農場 所在地 成鶏 育成鶏 計 
総ペール 

(鶏 7 羽/個 
卵 15 ㎏/個) 

焼却日 
(1 炉運転時 

36 個/時投入) 

①  高棚町 12,500 3,500 16,000 2,421 3 

②  里町 160 − 160 25 1 

③  篠目町 9,612 2,903 12,515 1,793 3 

④  池浦町 705 295 1,000 151 1 

合計  22,977 6,698 29,675 4,390 8 

（愛知県中央家畜保健衛生所：令和 2 年度農家台帳一覧抜粋 R2.2.1 現在） 
 



３ 発生時の連絡体制及び流れ 
（１）連絡体系 
   県中央家畜保健衛生所 → 市農務課 → 市環境クリーンセンター 
（２）発生時の流れ 
  ア 保健所   異常鳥の発生確認、立入検査 

簡易キット検査で陽性の場合→市へ連絡 
  イ 保健所   最終処分の検討→市へ焼却処分依頼 
  ウ 保健所と市 焼却作業の事前打合せ 
  エ 保健所   住⺠説明会（市は開催準備） 
  オ 焼却開始（作業は県職員が実施） 
   ※発生から最速で２４時間後に搬入開始 
 
４ 環境クリーンセンターでの作業手順 
（１）搬入経路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）搬入及び投入作業 
                      ②の位置からクレーンを使用 
                      ４階のごみホッパ階へ 
                       
 
 
 
 
                      ごみピット上部のポッパ横へ 
                      移動 
                       
 
 
 
 
                      県職員がホッパへ投入 
                      １時間にペール 36 個 
                       
                       
 
 
 
 
（３）消毒作業 
   車両、ペールの消毒は、農場等で実施するため、環境クリーンセンターで

は実施しない。 
 
 
 
 
 


